
１ 議 事 日 程（第１日） 

   （平成２７年第１回有田川町議会定例会） 

平成２７年３月３日 

午前９時３０分開会 

於 議 場 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 議案第１号 平成２６年度有田川町一般会計補正予算（第７号） 

 日程第５ 議案第２号 平成２６年度有田川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

            ３号） 

 日程第６ 議案第３号 平成２６年度有田川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４ 

            号） 

 日程第７ 議案第４号 平成２６年度有田川町介護保険事業特別会計補正予算（第３ 

            号） 

 日程第８ 議案第５号 平成２６年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計補正予算（第 

            １号） 

 日程第９ 議案第６号 平成２６年度有田川町水道事業会計補正予算（第２号） 

 日程第10 議案第７号 平成２７年度有田川町一般会計予算 

 日程第11 議案第８号 平成２７年度有田川町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第12 議案第９号 平成２７年度有田川町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第13 議案第10号 平成２７年度有田川町介護保険事業特別会計予算 

 日程第14 議案第11号 平成２７年度有田川町特別養護老人ホーム等事業特別会計予算 

 日程第15 議案第12号 平成２７年度有田川町簡易水道事業特別会計予算 

 日程第16 議案第13号 平成２７年度有田川町公共下水道事業特別会計予算 

 日程第17 議案第14号 平成２７年度有田川町農業集落排水事業特別会計予算 

 日程第18 議案第15号 平成２７年度有田川町簡易排水事業特別会計予算 

 日程第19 議案第16号 平成２７年度有田川町浄化槽事業特別会計予算 

 日程第20 議案第17号 平成２７年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計予算 

 日程第21 議案第18号 平成２７年度有田川町岩倉財産区管理会特別会計予算 

 日程第22 議案第19号 平成２７年度有田川町粟生財産区管理会特別会計予算 

 日程第23 議案第20号 平成２７年度有田川町城山山林財産区管理会特別会計予算 

 日程第24 議案第21号 平成２７年度有田川町八幡山林財産区管理会特別会計予算 

 日程第25 議案第22号 平成２７年度有田川町安諦山林財産区管理会特別会計予算 

 日程第26 議案第23号 平成２７年度有田川町水道事業会計予算 

 日程第27 議案第24号 有田川町一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例 
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            の一部を改正する条例の制定について 

 日程第28 議案第25号 有田川町行政手続条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第29 議案第26号 有田川町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第30 議案第27号 有田川町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部を改正 

            する条例の制定について 

 日程第31 議案第28号 有田川町子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条 

            例の制定について 

 日程第32 議案第29号 有田川町重度心身障害児（者）医療費支給条例の一部を改正す 

            る条例の制定について 

 日程第33 議案第30号 有田川町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条 

            例の制定について 

 日程第34 議案第31号 有田川町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第35 議案第32号 有田川町指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に 

            関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定につい 

            て 

 日程第36 議案第33号 有田川町指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介 

            護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す 

            る基準等を定める条例の制定について 

 日程第37 議案第34号 有田川町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を 

            定める条例の制定について 

 日程第38 議案第35号 有田川町「きび」会館条例を廃止する条例の制定について 

 日程第39 議案第36号 有田川町公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第40 議案第37号 有田川町使用料の徴収に関する条例の一部を改正する条例の制 

            定について 

 日程第41 議案第38号 有田川町少年センター設置条例の一部を改正する条例の制定に 

            ついて 

 日程第42 議案第39号 有田川町立児童館条例を廃止する条例の制定について 

 日程第43 議案第40号 有田川町学童保育所設置条例の一部を改正する条例の制定につ 

            いて 

 日程第44 議案第41号 有田川町立保育所設置条例を廃止する条例の制定について 

 日程第45 議案第42号 有田川町保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定につい 

            て 

 日程第46 議案第43号 有田川町保育料徴収条例を廃止する条例の制定について 

 日程第47 議案第44号 有田川町立保育所条例の制定について 

 日程第48 議案第45号 有田川町特定教育・保育の実施に関する費用徴収条例の制定に 

            ついて 
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 日程第49 議案第46号 有田川町へき地保育所条例の一部を改正する条例の制定につい 

            て 

 日程第50 議案第47号 有田川町道路線の認定について 

 日程第51 議案第48号 有田川町教育委員会委員の任命の同意について 

 日程第52 議案第49号 有田川町教育委員会委員の任命の同意について 

２ 出席議員は次のとおりである（１５名） 

    １番   谷 畑   進       ２番   小 林 英 世 

    ３番   辻 岡 俊 明       ４番   林   宣 男 

    ６番   殿 井   堯       ７番   佐々木 裕 哲 

    ８番   岡   省 吾       ９番   森 谷 信 哉 

    10番   堀 江 眞智子       11番   中 山   進 

    12番   新 家   弘       13番   湊   正 剛 

    14番   増 谷   憲       15番   橋 爪 弘 典 

    16番   亀 井 次 男 

３ 欠席議員は次のとおりである（１名） 

    ５番   森 本   明        

４ 遅刻議員は次のとおりである（なし） 

５ 会議録署名議員 

    ７番   佐々木 裕 哲       ９番   森 谷 信 哉 

６ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の氏名（１４名） 

   町 長  中 山 正 隆    副 町 長  山 﨑 博 司 

   清 水 行 政 局 長  保 田 永一郎    消 防 長  前 田 英 幸 

   総 務 政 策 部 長  武 内 宜 夫    住 民 税 務 部 長  清 水 美 宏 

   福 祉 保 健 部 長  辻     勇    産 業 振 興 部 長  林   孝 茂 

   建 設 環 境 部 長  佐々木   勝    総 務 課 長  中 硲   準 

   企 画 財 政 課 長  一ツ田 友 也    教 育 委 員 長  早 田 智 代 

   教 育 長  楠 木   茂    教 育 部 長  三 角   治 

７ 職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名（２名） 

   事 務 局 長  中 西 満 雄    書 記  林   美 穂 

８ 議事の経過 

開会 ９時３１分 

○議長（湊 正剛） 

   おはようございます。 

   ５番、森本明君から欠席の届け出がありましたので報告します。 

   ただいまの出席議員は１５人であります。 

   定足数に達しておりますので、第１回有田川町議会定例会は成立いたしました。 
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   ただいまから、平成２７年第１回有田川町議会定例会を開会します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

開議 ９時３５分 

○議長（湊 正剛） 

   本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

……………日程第１ 会議録署名議員の指名…………… 

○議長（湊 正剛） 

   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、議長において、

７番、佐々木裕哲君、９番、森谷信哉君を指名します。 

……………日程第２ 会期の決定…………… 

○議長（湊 正剛） 

   日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

   この際、議会運営委員会から、２月２５日に開催された委員会の結果について御報

告願います。 

   議会運営委員会委員長、中山進君。 

○議会運営委員長（中山 進） 

   おはようございます。 

   議長より指名がありましたので、議会運営委員会の開催結果について御報告申し上

げます。 

   去る２月２５日、午前９時３０分から議会運営委員会を開催し、本定例会の会期並

びに日程、各常任委員会の開催日程等について協議いたしました。その結果、会期に

つきましては、本日から３月２５日までの２３日間とさせていただきます。一般質問

は１７日、１８日としております。 

   議事日程については、お手元に配付されている日程表のとおりといたしたく思いま

す。日程第４から日程第５２までの議案４９件について一括上程を行い、当局から提

案理由の説明を求めた後、全員協議会において御審査いただきたいと思います。 

   なお、全員協議会が終わり次第、議案第１号から議案第６号及び議案第４７号から

議案第４９号について、議案審議を本日お願いいたします。 

   この会期、日程等に御賛同賜り、円滑な議会運営ができますよう議員各位の御協力

をお願い申し上げまして、御報告といたします。 

○議長（湊 正剛） 

   お諮りします。 

   ただいまの委員長からの報告のとおり、本定例会の会期は、本日から３月２５日ま

での２３日間にしたいと思います。 

－４－ 



   御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、会期は、本日から３月２５日までの２３日間に決定しました。 

……………日程第３ 諸般の報告…………… 

○議長（湊 正剛） 

   日程第３、諸般の報告を行います。 

   本定例会に町長より提出された案件は、議案４９件であります。 

   また、本日の説明員は町長ほか１３人であります。 

   次に、監査委員より、平成２６年１１月、１２月、平成２７年１月分の例月現金出

納検査の結果及び水道事業出納検査・定期監査の結果報告を受けていますので、お手

元に配付のとおり御報告いたします。 

   次に、各一部事務組合等議会に関する事項については、お手元に配付のとおりであ

ります。 

   以上で諸般の報告を終わります。 

   お諮りします。 

   日程第４から日程第５２までの議案４９件を一括議題としたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、日程第４から日程第５２までの議案４９件を一括議題とします。 

   提案理由の説明を求めます 

   町長、中山正隆君。 

○町長（中山正隆） 

   おはようございます。 

   それでは、平成２７年第１回定例会に提出させていただきました議案の提案理由の

説明を申し上げたいと思います。 

   本日、ここに平成２７年有田川町議会第１回定例会を招集しましたところ、議員各

位には、何かとお忙しいところ御参集賜り厚く御礼申し上げたいと思います。 

   平成２７年度予算案、その他諸議案の御審議をお願いするに当たり、所信の一端を

申し上げ、議員各位並びに町民の皆様に、一層の御理解と御協力をお願い申し上げる

次第であります。 

   我が国の動向を見ますと、人口減少・超高齢化社会を迎えるに当たり、地域がみず

から考え、責任を持って取り組むことが重要であるとのことから、地方創生を旗印に、
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さまざまな取り組みがなされようとしています。今後は、地域人口ビジョンや地方版

総合戦略の策定と、それに基づく地域づくりなど、ますます地方の独自性と、責任が

重要となってきます。 

   また、県内においては、本年は紀の国わかやま国体の開催、高野山開創１２００年

の年となります。本町としては、これらを契機に観光誘致、町政の活性化に取り組み、

さらなる発展の年となるよう願っています。 

   こうした中、有田川町はことしで１０年目という節目の年を迎えます。皆様ととも

に町全体の均衡ある発展を目指し、頑張ってきましたが、おかげさまでまちづくりも

順調に仕上がりつつあることを喜んでいます。１０年の節目を町民の皆さんとともに

お祝いし、町の発展に尽くしていただいた皆さんに改めて感謝の気持ちをお伝えでき

ればと思います。 

   また、道路網整備なくして町の発展は考えられないと思っています。４２４号、４

８０号などの国道、海南金屋線などの県道の整備を強く、国、県へ働きかけ、地域の

活性化に努めてまいります。 

   また、子育て支援と子どもたちが安心して勉学に励むことができる体制づくりも、

より一層充実しなければなりません。 

   防災においては、近年、南海トラフの巨大地震など、地震や津波の発生が懸念され

ております。有田川町は和歌山県の津波の想定浸水区域外でありますが、大災害が起

こったときも、消防防災拠点である消防庁舎を防災の拠点として迅速に救助を行える

体制を整えております。今後においても常に防災意識を高め、危機感を持って取り組

む体制づくりに努めてまいります。 

   一方、財政状況においては、一段と厳しさを増すと予想され、新しいまちづくりを

推進する上で、大きな変革期を迎えることとなります。限られた財源のもとで町民の

生活の豊かさを継続的に求めていくためには、さらなる効率化と、新たな意欲を持っ

て時機を捉え創意工夫を凝らし、町行政を運営していかなければなりません。 

   今後においても、いつも住民の安全・安心を第一に考え、豊かで住みよいまちづく

りの実現と、さらなる町の発展により一層の努力をしてまいりたいと思います。 

   それでは、予算について御説明申し上げます。 

   平成２７年度予算は、住民のニーズや財政状況の変化に対応しつつ、将来的にも安

定した財政運営ができる予算を編成することを柱とし、新町まちづくりの基本方針で

ある、第１次有田川町長期総合計画後期基本計画、すこやかで安らぎのある、心豊か

なまち・地域の特性を生かし、多様な産業、観光・交流機会のあるまち・自然と共生

し、快適に暮らせるまち・地域一体となり、新しい時代を創造するまち・ふれあい、

学びあい、生き生きとした暮らし育むまち・住民参加とさまざまな交流により開かれ

たまちを目標とし、常にコスト意識を持って事業の緊急性や必要性を熟慮した上で、

取捨選択や効率的な執行に取り組むことが重要であると考えています。 
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   予算編成につきまして、歳入に重点を置いた、一般財源枠配分方式を本年度も実施

しています。このことによりまして、計画的な歳出の適正化と効率化を図るとともに、

本町の継続可能な財政構造を構築するという目標に向け、予算編成に努めており、本

町の抱える課題、問題点等を全職員が共有することにより、真に住民が必要とする事

業を優先し、職員の英知を結集し、 小の経費で 大の効果を上げるよう、万全の体

制で取り組んでいきたいと考えております。 

   本年度の一般会計予算額は、保育所整備事業や、強い農業づくり交付金事業などの

大型事業により、前年度に比べ１７億３，６００万円多い、１６０億９，６００万円

となっています。 

   また、一般会計・特別会計予算の合計額は、国民健康保険事業特別会計及び公共下

水道事業特別会計の増額により、前年度に比べ３１億７，９３０万円多い、２７８億

８，３９３万２，０００円となっています。 

   今後も町民の皆様の御理解をいただきながら、行財政改革に取り組むとともに、住

民サービスの向上と財政の健全化に努めてまいります。 

   それでは、本定例会に上程させていただきました議案は、予算案件２３件、条例案

件２３件、その他案件３件の合計４９件であります。 

   それではまず、議案第７号の平成２７年度有田川町一般会計予算について、御説明

申し上げます。歳入・歳出予算規模は、前年度に比べ、１２．１％増の、額にして１

７億３，６００万円多い、総額１６０億９，６００万円となっています。 

   歳入の主なものとしまして、町税は前年度並みの２７億５，１８２万９，０００円

を計上しています。 

   町民税については９億３，３３０万３，０００円、法人町民税については、１億５，

５２７万８，０００円、前年度比１０１．０％、固定資産税については１３億５，４

５４万５，０００円、前年度比９７．９％、町たばこ税については２億１，１４１万

１，０００円、前年度比９６．５％を見込んでいます。また、他の町税については、

おおむね前年並みの計上をしています。 

   なお、徴収率は納税意識が高く、県下でトップクラスに位置しているところであり

ます。また、滞納対策についても、職員による個別徴収は今まで以上に努力すること

はもちろんのこと、今後も和歌山地方税回収機構等も活用し、徴収率の向上に努めて

まいりたいと考えております。 

   地方譲与税については、１億５，６００万円、前年度比９８．１％を計上していま

す。 

   各交付金の主なものについては、地方消費税交付金に２億６，８００万円を、ゴル

フ場利用税交付金に３，６００万円を、自動車取得税交付金に２，８００万円を計上

しています。 

   また、その他交付金においても、平成２７年度地方財政対策を踏まえたものとして
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います。 

   地方交付税については、国から地方公共団体へ交付される総額は１６兆７，５４８

億円で、前年度に比べ１，３０７億円、０．８％減額となっております。本町におい

ては、２６年度の見込額より推計し、前年度比１億円減の６４億円を計上しています。 

   分担金及び負担金は１億７，８８１万１，０００円を、使用料及び手数料は１億２，

６９６万３，０００円を、国庫支出金は、１１億４，１５０万２，０００円、前年度

比１０８．２％を、県支出金は、強い農業づくり交付金事業の増により２５億１，７

０６万９，０００円、前年度比１８４．２％を、基金繰入金では財源不足分として財

政調整基金を３億円繰り入れするとともに、その他目的基金を合計３億８，２３６万

５，０００円繰り入れしています。 

   町債は１５億８，５７０万円を、主なものとして、臨時財政対策債に４億５，６０

０万円を、総務債に１億２，０００万円を、民生債に５億１，８６０万円を、農林水

産業債に１億３，６８０万円を、土木債に２億８，４６０万円を、消防債に３，０７

０万円を、教育債に３，９００万円をそれぞれ計上しています。その他の歳入につき

ましても、従来の歳入実績に基づいて、それぞれの科目に計上いたしております。 

   歳出につきましては、款別に主なものとして、１款議会費は、１億２，０１４万１，

０００円を計上しています。 

   ２款総務費は、前年度より１，７１０万７，０００円少ない１２億２，１０７万１，

０００円を計上しています。 

   主なものとしましては、一般管理費では昨年度より６１４万７，０００円少ない３

億１，７１０万４，０００円を、企画費では一般コミュニティ助成事業補助金として

１，２２０万円を、電子計算費では、電算システムの委託料等に６，０２６万７，０

００円を、交通安全対策費では、工事請負費に５２２万６，０００円を、情報通信基

盤施設費では、施設設備管理委託料に３，７８９万８，０００円を、施設設備使用料

に１，２２７万１，０００円を、過疎対策費として、コミュニティバス運行委託料に

１，３０７万円を、生活バス運行補助金に５５７万円を、共聴施設整備事業費のテレ

ビ共同視聴施設整備事業補助金に５５２万３，０００円を、徴税費の賦課徴収費では、

納期前完納報奨金などの報償費に３，４５０万円を、地番図・家屋図作成委託料等に

１，５８２万４，０００円を、戸籍住民基本台帳費の通知カード・個人番号カード関

連事務委任交付金に９５１万３，０００円を、選挙費の農業委員会委員一般選挙費と

して、６９７万４，０００円を、また、和歌山県議会議員一般選挙費として１，５７

５万５，０００円をそれぞれ計上しています。 

   ３款民生費は、前年度より５億５，６３４万円多い４５億８，０７０万円を計上し

ています。主なものとして、社会福祉総務費では、町社会福祉協議会補助金に４，１

００万円を、臨時福祉給付金に９，０００万円を、国民健康保険事業特別会計へ繰出

金として２億７，９００万２，０００円を、障害者福祉費では、障害福祉サービス費
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に３億９，５９８万円を、扶助費として重度心身障害児者医療費等に７，６８０万６，

０００円を、老人福祉費では、委託料として、敬老会委託料に１，１０５万円を、高

齢者福祉センター運営委託料に１，３１８万６，０００円を、生きがい活動支援通所

事業委託料１，１８０万円を、有田郡老人福祉施設事務組合なぎ園の負担金として３，

６７６万３，０００円を、シルバー人材センター補助金として８７８万円を、老人ク

ラブ補助金として５５８万３，０００円を、後期高齢者医療広域連合負担金として５

３８万２，０００円を、扶助費として老人福祉施設入所措置費等に５，７１５万５，

０００円を、繰出金として、介護保険事業特別会計へ５億６９７万７，０００円を、

後期高齢者医療特別会計へ４億８，８９７万円を、それぞれ計上しています。 

   児童福祉総務費では、委託料として、放課後児童健全育成事業委託料や病児・病後

児保育委託料、公立保育所及び私立保育所広域入所委託料及び私立保育所入所委託料

等に１億９，３１８万５，０００円を、補助金として、子育て世帯臨時特例給付金と

して１，０８０万円を、扶助費として、乳幼児医療費及び子ども医療費扶助に７，９

１７万６，０００円を、児童措置費では、児童発達支援事業給付費補助金として１億

２，１８４万円を、扶助費として、ゼロ歳から中学生を対象とした児童手当等に４億

４，１００万円を、母子福祉費では、扶助費として、ひとり親家庭医療費に２，５８

２万４，０００円を、保育所費としては、保育所整備事業に５億８，５９０万９，０

００円を計上したことにより、前年度より５億７，４９２万３，０００円多い、１３

億４，６６１万８，０００円を計上しています。 

   ４款衛生費は、前年度より１，９２３万２，０００円多い、１３億６，５６６万６，

０００円を計上しています。主なものとしましては、保健衛生総務費では、委託料と

して、妊婦一般健康診査委託料及びがん検診委託料等に５，０６８万円を、予防費で

は、予防接種委託料に、高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託料など７，０３６万３，０

００円を、風しん・小児インフルエンザワクチン接種助成金等として７９４万８，０

００円を、環境衛生費では、二川小水力発電施設建設工事費として２億６６４万７，

０００円を、太陽光発電設備設置工事費として１，４６０万円を、一般住宅用太陽光

発電設備導入補助金として８００万円を、有田聖苑事務組合分担金として６４１万９，

０００円を、清掃費のじん芥処理費では、委託料として、ごみ収集運搬業務委託料な

ど、９，８４９万４，０００円を、自動車購入費として６００万円を、有田周辺広域

圏事務組合分担金、衛生施設分に２億１，８９０万３，０００円を、同じく環境セン

ター交付税算入分負担金として４，８５３万４，０００円を、し尿処理費では、有田

周辺広域圏事務組合分担金、衛生施設分として、７，８７４万３，０００円を、同じ

くクリーンセンター交付税算入分負担金として１，３１８万６，０００円を、合併処

理浄化槽設置補助金に１，９３２万４，０００円を、浄化槽事業特別会計への繰出金

として４１２万６，０００円を、上水道費では、簡易水道事業特別会計への繰出金と

して２億９，１２３万９，０００円を計上しています。 
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   ５款労働費の労働諸費では、有田川町雇用創出推進基金活用事業等に、５，７７４

万８，０００円を計上しています。 

   ６款農林水産業費は、強い農業づくり交付金事業の増により、前年度より１１億８，

７３４万７，０００円多い、２７億８，６２４万円を計上しています。農業振興費で

は、中山間地域直接支払制度交付金に２億５，２８０万３，０００円を、鳥獣害防止

対策事業費補助金に１，６０９万７，０００円を、強い農業づくり交付金に１２億円

を、青年就農給付金事業経営開始型補助金に７８７万５，０００円を、多面的機能支

払交付金に３，９２２万４，０００円を、農地費では、農村総合整備事業として、小

川農道新設事業費などに１億５，６８０万円を、小規模土地改良事業として２，５０

０万円を、地籍調査費では、委託料として、地籍調査測量等委託料に２億２，７４６

万３，０００円を、排水事業費では、農業集落排水事業特別会計への繰出金として、

２億３，４８９万５，０００円を、簡易排水事業特別会計への繰出金に１３０万４，

０００円を、林業費の林道維持改良費では、工事請負費として、林道宇井苔白馬線他

３路線に２，２００万円を、林道新設改良費では、育成林整備事業の工事請負費とし

て、日物川境川線・峠上二澤線工事に１億５，４５５万８，０００円を、森林整備費

では、森林整備地域活動支援交付金に３２４万円を、間伐等実施事業補助金に１，５

３９万５，０００円を、低コスト施業に伴う作業道開設事業補助金に８００万円をそ

れぞれ計上しています。 

   ７款商工費は、前年度に比べて２，１４６万１，０００円多い、２億２，０７３万

６，０００円を計上しています。商工総務費では、商工会補助金として１，８４２万

８，０００円を、観光費では、委託料として、ふるさと体験施設指定管理料、１，９

９０万円など４，０４２万円を、かなや明恵峡温泉特別会計への繰出金として、３，

４３８万円を計上しています。 

   ８款土木費は、前年度より５，６８９万６，０００円多い、１０億８，２５６万７，

０００円を計上しています。道路橋りょう維持費では、工事請負費として、道路橋り

ょう維持修繕事業に８，８５０万円を、道路新設改良費では、委託料として、橋りょ

う長寿命化修繕測量設計業務委託料等に、６，４００万円を、工事請負費として、辺

地対策事業や合併特例事業及び防災・安全交付金事業などに３億２，４９０万円を、

用地購入費に７，５００万円を、物件補償費に４，３００万円を、下水道費の公共下

水道費では、公共下水道事業特別会計への繰出金として２億８，１０１万１，０００

円を計上しています。 

   ９款消防費は、消防救急無線デジタル化事業の減少により、前年度より１億２，５

６８万８，０００円少ない７億７，０６７万５，０００円を計上しています。消防施

設費では、工事請負費として、防火水槽整備工事費に１，０００万円を、旧消防庁舎

解体撤去工事費に２，８３５万円を、備品購入費として、資機材搬送車に８３５万４，

０００円を、負担金として、消防救急無線デジタル化事業負担金に２，１１７万２，
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０００円などをそれぞれ計上しています。 

   １０款教育費は、前年度より、２，６６２万８，０００円多い、１０億９，６２１

万４，０００円を計上しています。通学対策費では、委託費として、スクールバス等

運行維持管理委託料等に７，２６１万２，０００円を、義務教育振興費では、町の施

策として、特色ある学校づくり施策への教育活動奨励交付金に８７４万６，０００円

を、社会教育費の公民館費では、五西月公民館の耐震補強工事費に６５４万５，００

０円を、図書館費では備品購入費として、図書購入費に１，２００万円を計上してい

ます。 

   １２款公債費では、元利償還金に２６億２，９４７万６，０００円を計上していま

す。 

   １３款諸支出金の基金費では、積立金として、合併地域振興基金などへ前年度並み

の１億３，７３６万５，０００円を計上しています。また、一般会計から各特別会計

への繰出金として、総額２１億２，１９０万４，０００円を計上しています。 

   その他にも、所要の経費を計上した結果、平成２７年度一般会計予算は、歳入・歳

出それぞれ１６０億９，６００万円、前年度比１２．１％の増と相なりました。 

   次に、各特別会計予算について、御説明申し上げます。 

   議案第８号は、平成２７年度有田川町国民健康保険事業特別会計予算であります。 

   国民健康保険事業は、医療費の動向に大きく左右されるものでありますので、疾病

の早期発見、早期治療を目指すことはもちろん、予防医療に 重点を置いた健康づく

り事業を推進しているところであります。 

   年々、医療費は増加、被保険者は減少という、依然として厳しい状況の中、保険給

付費、後期高齢者支援金等、介護納付金、共同事業拠出金、保健事業費等に４４億１，

８４５万６，０００円、前年度比１５．２％増を計上しています。 

   なお、この財源として、国民健康保険税、国・県支出金、療養給付費交付金、前期

高齢者交付金、共同事業交付金及び繰入金等を充てることにしています。 

   議案第９号は、平成２７年度有田川町後期高齢者医療特別会計予算であります。 

   本年度予算として、後期高齢者医療広域連合納付金等に６億９，６３２万８，００

０円、前年度比１．５％増を計上しています。 

   この財源として、保険料及び一般会計繰入金等を充てることにいたしております。 

   議案第１０号は、平成２７年度有田川町介護保険事業特別会計予算であります。介

護保険事業に要する保険給付費として、介護サービス等諸費、介護予防サービス等諸

費、高額介護サービス等費、特定入所者介護サービス等費及び地域支援事業費等に前

年度並みの３０億６，１９３万２，０００円を計上しています。 

   この財源として、保険料、国・県支出金、支払基金交付金、及び繰入金等を充てる

ことにいたしております。 

   議案第１１号は、平成２７年度有田川町特別養護老人ホーム等事業特別会計予算で
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あります。特別養護老人ホームしみず園の施設管理費や基金積立金などで、５４７万

２，０００円を計上しています。 

   この財源として、指定管理事業者負担金・拠出金や特別養護老人ホームしみず園基

金からの繰入金などを充てることにいたしております。 

   議案第１２号は、平成２７年度有田川町簡易水道事業特別会計予算であります。施

設費の水道施設管理費では、委託料として施設設備管理委託料等に４，７８９万９，

０００円を、水道施設整備費では、清水地区統合事業及び西ヶ峯簡易水道生石地区施

設整備事業などに係る、委託料、工事請負費等に３億２，１４８万２，０００円を計

上し、予算総額は７億９，０７６万７，０００円と相なりました。 

   この財源として、分担金及び負担金、使用料、国庫支出金、繰入金及び町債等を充

てることにいたしております。 

   議案第１３号は、平成２６年度有田川町公共下水道事業特別会計予算であります。 

   施設管理費として、４，０６８万２，０００円を、施設整備事業費では、委託費と

して、上水道移設工事委託や出・西丹生図・垣倉地区の詳細設計委託や吉備浄化セン

ターの水処理施設増設分の下水道事業団への委託等に９億２，８０３万６，０００円

を、植野地区と角・尾中地区の管渠布設工事や、下津野一ツ松と長田、水尻地区の舗

装工事、水尻地区の推進工事などに１０億７，１２８万円を、公債費に２億７，０４

４万９，０００円を計上し、予算総額は２４億８２２万６，０００円と相なりました。 

   なお、財源として負担金、使用料、国・県支出金、繰入金及び町債等を充てること

にいたしております。 

   議案第１４号は、平成２７年度有田川町農業集落排水事業特別会計予算であります。

現在、吉原地区、田殿地区、徳田地区、吉見地区、熊井・奥地区の５つの処理施設が

供用中であります。農業集落排水施設管理費として、１億８２４万８，０００円を、

公債費に、１億５，１３８万２，０００円を計上し、予算総額は、２億８，６２６万

５，０００円と相なりました。 

   なお、財源として、分担金、使用料及び繰入金等を充てることにいたしております。 

   議案第１５号は、平成２７年度有田川町簡易排水事業特別会計予算であります。 

   本年度予算につきましては、簡易排水施設管理費、町債の元利償還金等に、２１８

万６，０００円を計上しております。 

   議案第１６号は、平成２７年度有田川町浄化槽事業特別会計予算であります。 

   本年度予算につきましては、施設管理費、町債の元利償還金等に、８５５万１，０

００円を計上しております。 

   議案第１７号は、平成２７年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計予算であります。 

   本年度予算は、施設管理費等に１億６３８万円を計上しています。 

   この財源として、使用料、販売収入などの諸収入及び繰入金を充てることにいたし

ております。 
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   議案第１８号は、平成２７年度有田川町岩倉財産区管理会特別会計予算であります。 

   本年度予算は、財産区管理会委員の報償金等に５万７，０００円を計上しておりま

す。 

   議案第１９号は、平成２７年度有田川町粟生財産区管理会特別会計予算であります。 

   本年度予算につきましては、財産区管理会委員の報償金及び予備費等に４２万６，

０００円を計上しております。 

   議案第２０号は、平成２７年度有田川町城山山林財産区管理会特別会計予算であり

ます。 

   本年度予算は、財産区管理会委員の報償金及び予備費等に１８７万３，０００円を

計上しております。 

   議案第２１号は、平成２７年度有田川町八幡山林財産区管理会特別会計予算であり

ます。 

   本年度予算につきましては、財産区管理会委員の報償金及び公有林整備事業債の元

利償還に伴う繰出金等に９０万円を計上しています。 

   議案第２２号は、平成２７年度有田川町安諦山林財産区管理会特別会計予算であり

ます。 

   本年度予算につきましては、財産区管理会委員の報償金及び予備費等に１１万３，

０００円を計上しております。 

   議案第２３号は、平成２７年度有田川町水道事業会計予算であります。 

   まず収益的予算です。水道事業収益が、４億７７５万５，０００円で、主に水道使

用料でございます。 

   水道事業費用は、３億８，０３８万２，０００円を計上しており、その内容は、水

道施設の維持管理費や企業債償還利息等の経常経費、及び減価償却費などでございま

す。 

   次に資本的予算です。資本的収入は３億２，３７２万円で、主に公共下水道事業に

伴う移設工事負担金です。 

   資本的支出は、５億４，５４３万８，０００円を計上しており、建設改良費と企業

債償還元金であります。建設改良費の主たる内訳は、小島地区第１０水源地整備工事、

公共下水道工事に伴う水道管布設替工事などです。 

   資本的収入が資本的支出に対し不足する額、２億２，１７１万８，０００円は、消

費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金、建

設改良積立金で補填いたします。 

   以上で、平成２７年度当初予算の説明を終わります。 

   次に、平成２７年度予算以外の議案について、御説明いたします。 

   議案第１号は、平成２６年度有田川町一般会計補正予算第７号であります。 

   今回の補正は、歳入においては、通常予算としての町税、分担金、国・県支出金及

－１３－ 



び町債等現時点での、見込み得る額が把握できましたので、増減補正するものであり

ます。 

   また、補正の大きなものとして、特に、国の補正予算で採択された主なものとして、

地域住民生活等緊急支援交付金として１億２６９万４，０００円を、社会資本整備総

合交付金事業補助金として１，１７６万円を、また、その他の補正として、がんばる

地域交付金として２，９４０万６，０００円を、農地災害復旧事業費補助金として２，

７３６万円を、有田周辺広域圏事務組合清算金として２，８３５万８，０００円を、

前年度繰越金として１億５，６５８万５，０００円などを、それぞれ歳入として、計

上しております。 

   また、歳出においては、国の補正予算に伴う補正として、地域住民生活等緊急支援

交付金事業のうち、地域消費喚起・生活支援型分として、プレミアム商品券の発行や

子育て応援給付に６，１５０万９，０００円を、地方創生先行型として地方版総合戦

略の策定費用や、少子化対策・地域仕事支援事業・観光振興・子ども子育て支援の充

実などの事業に４，８３０万円を、土木費の道路橋りょう費では、防災・安全交付金

事業として、法面・斜面対策事業に２，０００万円を、国の補正予算関連事業以外と

して、災害復旧費の林業用施設災害復旧費に１，１９９万９，０００円を、基金費で

は公共施設整備基金積立金として３億円などを補正し、その他の歳出につきましても、

補助基準額の変更等による事業費の変更等、所要の補正を行い、未執行額となる見込

額を減額した結果、今回の補正額は、７，９６３万５，０００円の増額補正を行うも

のであります。補正後の予算総額は、１５１億８，５５８万８，０００円と相なりま

した。 

   議案第２号は、平成２６年度有田川町国民健康保険事業特別会計補正予算第３号で

あります。 

   今回の補正は、共同事業拠出金等、見込み得る額が把握できましたので、３，６８

８万９，０００円の減額補正を行うものであります。補正後の予算総額は、３８億５，

９２１万５，０００円と相なりました。 

   なお、財源といたしまして、繰越金を計上するとともに、国庫支出金・一般会計繰

入金・基金繰入金を減額しています。 

   議案第３号は、平成２６年度有田川町後期高齢者医療特別会計補正予算第４号であ

ります。 

   今回の補正は、後期高齢者医療広域連合納付金等の見込み得る額が把握できました

ので、８９万円の補正を行うものであります。補正後の予算総額は、７億２，２３９

万３，０００円と相なりました。 

   なお、この財源として保険料等を充てることにしています。 

   議案第４号は、平成２６年度有田川町介護保険事業特別会計補正予算第３号であり

ます。 
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   今回の補正は、介護予防サービス計画作成業務委託料等、１２１万２，０００円の

補正を行うものであります。補正後の予算総額は、３０億９，１２５万２，０００円

と相なりました。 

   なお、この財源として繰入金及び諸収入を充てることにしています。 

   議案第５号は、平成２６年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計補正予算第１号で

あります。 

   今回の補正は、入湯税等４００万円の減額補正を行うものであります。補正後の予

算総額は、７，６００万円と相なりました。  

   なお、財源といたしまして、施設使用料を実績見込みにより減額するとともに、一

般会計からの繰入金を増額しています。 

   議案第６号は、平成２６年度有田川町水道事業会計補正予算第２号であります。 

   収益的予算の補正として、収入では、水道事業収益の現計予算４億３，３２８万９，

０００円に対し、５４８万１，０００円の増となります。その主な内容は、引当金の

戻入益であり補正後の予算額は４億３，８７７万円となります。 

   支出では、水道事業費用の現計予算４億８８２万８，０００円に対し４，８５２万

１，０００円の増となります。その主な内容は、会計制度改正による過年度の退職給

付引当金を特別損失として計上したものであり、補正後の予算額は４億５，７３４万

９，０００円となります。 

   議案第２４号は、有田川町一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてであります。 

   現行の条例では、非常勤職員の報酬表について、正規職員の給料表のうち１級の部

分だけを取り出し、改めて規定し直しています。今回の改正では、別表の報酬表を削

除し、有田川町職員の給与に関する条例に規定する行政職給料表を準用するように規

定を見直すものであります。 

   議案第２５号は、有田川町行政手続条例の一部を改正する条例の制定についてであ

ります。 

   今回の改正は、行政手続法の一部を改正する法律が公布され、平成２７年４月１日

から施行されることに伴い、条例に基づく行政指導等について、所要の改正を行うも

のであります。 

   議案第２６号は、有田川町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてで

あります。 

   今回の改正は、地籍集成図、一筆図、その他成果の公布について、文言の解釈の見

直しにより、所要の改正を行うものであります。 

   議案第２７号は、有田川町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてであります。 

   今回の改正は、県単独医療費助成制度において、平成２７年８月診療分から訪問看
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護療養費、家族訪問看護療養費が補助対象になることに伴い、有田川町ひとり親家庭

医療費の支給に関する条例における給付対象に、訪問看護療養費、家族訪問看護療養

費を追加するものであります。 

   議案第２８号は、有田川町子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてであります。 

   今回の改正は、県単独医療費助成制度において、平成２７年８月診療分から訪問看

護療養費、家族訪問看護療養費が補助対象になることに伴い、有田川町子ども医療費

の支給に関する条例における支給対象に訪問看護療養費、家族訪問看護療養費を追加

するものであります。 

   議案第２９号は、有田川町重度心身障害児者医療費支給条例の一部を改正する条例

の制定についてであります。 

   今回の改正は、県単独医療費助成制度において、平成２７年８月診療分から訪問看

護療養費、家族訪問看護療養費が補助対象になることに伴い、有田川町重度心身障害

児者医療費支給条例における給付対象に、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費を追

加するものであります。 

   議案第３０号は、有田川町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてであります。 

   今回の改正は、県単独医療費助成制度において、平成２７年８月診療分から訪問看

護療養費、家族訪問看護療養費が補助対象になることに伴い、有田川町乳幼児医療費

の支給に関する条例における給付対象に、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費を追

加するものであります。 

   議案第３１号は、有田川町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてであ

ります。 

   介護保険法の規定により、介護保険計画が３年に１度、見直されることとなってお

り、今回、第６期介護保険計画を策定するに当たり、平成２７年度から平成２９年度

までの介護給付等対象サービスの種類ごとの見込み量の推計を行い、それに伴う保険

料の算定見直しを行いました。 

   また、新しい介護予防・日常生活支援総合事業の創設に伴い、既存事業の移行や多

様な受け皿の整備等が必要となり、一定の時間をかけて準備し、総合事業を実施して

いく必要があるため、条例で事業実施の猶予について定めるため、所要の改正を行う

ものであります。 

   議案第３２号は、有田川町指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

   今回の改正は、介護保険法第４２条の２、第２項第１号の厚生労働省令で定める複

合型サービスが看護小規模多機能型居宅介護とされたため、所要の改正を行うもので

あります。 
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   議案第３３号は、有田川町指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の

制定についてであります。 

   地域主権改革一括法による介護保険法の改正に伴い、指定介護予防支援の事業の人

員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準について条例で定める必要が生じたため、条例を制定するものであります。 

   議案第３４号は、有田川町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定

める条例の制定についてであります。 

   地域主権改革一括法による介護保険法の改正に伴い、地域包括支援センターの人員

及び運営に関する基準について、条例で定める必要が生じたため、条例の制定を行う

ものであります。 

   議案第３５号は、有田川町「きび」会館条例を廃止する条例の制定について であ

ります。 

   きび会館については、保育所統合による用地として平成２７年４月１日に廃止とな

るため、条例を廃止するものであります。 

   議案第３６号は、有田川町公民館条例の一部を改正する条例の制定についてであり

ます。 

   今回の改正は、きび会館が平成２７年４月１日をもって廃止されることに伴い、所

要の改正を行うものであります。 

   議案第３７号は、有田川町使用料の徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてであります。 

   今回の改正は、きび会館が平成２７年４月１日をもって廃止されることに伴い、所

要の改正を行うものであります。 

   議案第３８号は、有田川町少年センター設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いてであります。 

   今回の改正は、きび会館が平成２７年４月１日をもって廃止されることに伴い、所

要の改正を行うものであります。 

   議案第３９号は、有田川町立児童館条例を廃止する条例の制定についてであります。 

   昭和５５年４月１日より吉備児童館が開設され、たくさんの子どもの憩いの場とし

て施設が利用されてきましたが、現在休館中であります。また、保育所統合による新

施設を建築するため、条例を廃止するものであります。 

   議案第４０号は、有田川町学童保育所設置条例の一部を改正する条例の制定につい

てであります。 

   今回の改正は、清水学童保育所が本格的に活動を開始したことに伴い、条例の一部

を改正するものであります。 

   議案第４１号は、有田川町立保育所設置条例を廃止する条例の制定についてであり
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ます。 

   児童福祉法第３９条及び子ども・子育て支援法第１９条の規定により新しく設置す

る有田川町立保育所条例に盛り込むため、条例を廃止するものであります。 

   議案第４２号は、有田川町保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定について

であります。 

   児童福祉法の一部改正に伴い、保育の実施基準の条例委任がなくなったため、この

条例を廃止するものであります。 

   議案第４３号は、有田川町保育料徴収条例を廃止する条例の制定についてでありま

す。 

   子ども・子育て支援法の施行に伴い、幼稚園、認定こども園、保育所の利用者から

の費用負担の徴収等について、新しく設置する有田川町特定教育・保育の実施に関す

る費用徴収条例に規定するため、この条例を廃止するものであります。 

   議案第４４号は、有田川町立保育所条例の制定についてであります。 

   家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児の保育を行うため、

児童福祉法第３９条に規定する保育所として、有田川町立保育所を設置し、子ども・

子育て支援法第１９条に規定する子どもの保育、時間外保育、一時預かり事業を実施

するため、条例を制定するものであります。 

   議案第４５号は、有田川町特定教育・保育の実施に関する費用徴収条例の制定につ

いてであります。 

   子ども・子育て支援法の施行に伴い、幼稚園、認定こども園、保育所の利用者から

費用負担の徴収等についての基準を条例で定める必要が生じたため、条例を制定する

ものであります。 

   議案第４６号は、有田川町へき地保育所条例の一部を改正する条例の制定について

であります。 

   今回の改正は、児童福祉法が改正され、日々保護者の委託を受けて保育に欠ける幼

児を保育するためという表現が用いられなくなったため、所要の改正を行うものであ

ります。 

   議案第４７号は、有田川町道路線の認定についてであります。 

   有田川町大字彦ヶ瀬地内、町道野中線、延長３５０メートルを道路法の規定により、

町道の認定をお願いするものであります。 

   議案第４８号及び議案第４９号の２議案につきましては、それぞれ有田川町教育委

員会委員の任命について、同意を求めるものであります。 

   議案第４８号は、有田川町教育委員会委員の任命の同意についてであります。有田

川町大字金屋６２５番地、前任氏を有田川町教育委員会委員に任命いたしたく、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、議会の同意をお願いするもので

あります。 
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   議案第４９号も同じく、有田川町教育委員会委員の任命の同意についてであります。

有田川町大字天満３５６番地１、牛居美佐氏を有田川町教育委員会委員に任命いたし

たく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、議会の同意をお願い

するものであります。 

   以上で、提出議案に対する私の説明を終わります。 

   何とぞ御審議の上、御賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（湊 正剛） 

   以上で、町長の提案理由の説明が終わりました。 

   続きまして、補足説明はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

   ないようですので、提案理由の説明を終わります。 

   暫時休憩いたします。 

   休憩中に、３階中会議室において全員協議会を開催いたしますので、よろしくお願

いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １０時４２分 

再開 １３時０１分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（湊 正剛） 

   再開いたします。 

……………日程第４ 議案第１号…………… 

○議長（湊 正剛） 

   日程第４、議案第１号、平成２６年度有田川町一般会計補正予算第７号を議題とし

ます。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   議案第１号について質疑をさせていただきます。 

   今回、国の政策によりまして、新しい事業が盛り込まれているわけですが、この中

で地域住民生活等緊急支援交付金事業があります。２億円弱でありますが、このこと

についてお伺いするわけですが、１点目は総合戦略策定業務委託料、６７１万円余り

の積算根拠を説明していただきたいと思います。 

   ２つ目に、この計画は多分委託されると思うのですが、委託先はどのようなところ

を考えておられるのか、これが第２点目。 

   ３つ目に、計画の柱になってくるわけですが、５年間のビジョン計画ということを

聞いておるのですが、このビジョンの中心的な柱といいますか、どのように考えてい
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かれるのか。 

   ４点目として、この策定に当たって委員の選任も必要になってくると思うのですが、

委員は何人で、どのような代表の方を選んでいかれる予定なのかという点です。 

   それから５つ目に、これを計画されて実行に移っていく中で、何年後になるかわか

りませんけれども、その計画の実現性を、いわゆるＰＤＣＡといいますか、結果が問

われてくることになると思うのですが、この判定はどんな形でされるのかということ

があります。 

   ６つ目、 後ですが、長期総合計画の策定も新年度予算を見たら載っておりました

ので、これとの整合性との関係も出てくると思うのですが、この総合戦略の計画と長

期総合計画との関連性をどのように捉えて、計画をつくっていかれるのか御説明いた

だきたいと思います。 

   後、７点目ですが、プレミアム商品券と子育て応援給付金の２つの事業が消費喚

起ということで盛り込まれておりますけれども、まず、プレミアム商品券の場合、以

前にもこのような商品券の発行をして、消費喚起を促すという事業をやられたと思う

のですが、しかし実際に、これらの事業に使った先はほとんどが量販店で、地元の小

さな店には余り回わらなかったといういきさつがあったと思います。本当に消費喚起

というのであれば、地元の業者に対してどれだけの消費喚起を拡充していくかという

のが本来の目的だと思いますので、その点は地元消費の喚起を促すための方策として、

どのように捉えていかれるのか、その点を御説明いただきたいのと、子育て応援給付

金の場合ですが、これは３，５００万円を設定しておりますけれども、私は商品券よ

りも、やはり有田市さんが組んだように、住宅リフォーム制度のほうが波及効果が１

０倍以上になると言われておりますが、それのほうがよっぽどいいのではないかと思

います。その点はいかがでしょうか。 

○議長（湊 正剛） 

   総務政策部長、武内宜夫君。 

○総務政策部長（武内宜夫） 

   ７点ばかり、私のほうに質疑があったように思っております。 

   まず、 初に委託料の根拠でございますけれども、それはどうかということであり

ました。この委託料につきましては、コンサル会社のほうへの見積もりの結果でござ

います。その内容につきましては、アンケート調査の実施と、それの集計並びにアン

ケート調査をした結果の分析、このことを見積もり依頼しまして、出てきた数字がこ

の数字でございます。 

   ２点目はどんな業者と言われました。委託先はまだ決定等はきちんとはしておりま

せんけれども、数社に見積もり依頼したところによりますと、その部分につきまして

は、長期総合計画の後期計画をした業者さんであったりということでございますので、

ちょっと業者名は差し控えたいと思っております。出版会社とか、そういうところが
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主でございます。 

   それと３点目でございます。この部分の計画の柱というのはどのようなものかとい

うことでございました。まず、国で示しておられる基本の目標というものにつきまし

ては、１番目の柱は地方におけます安定した雇用を創出するというようなことがござ

いますので、まず雇用の創出、そして地域への新しい人の流れをつくるというような

ことで、都市圏、東京圏が今、仕事の主になっているようなことでございますけれど

も、地方のほうへも東京圏のような企業を誘致したり、会社を集めてきたりとかいう、

そういう施策もこの中に入っているのかなと、このように思っております。 

   それと、若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえるということで、これにつ

きましては、うちの長の施策にもいろいろございますので、うちの町はそれ以上に何

かやっていけるものがあったらなということで、計画を組んでいきたいなと思ってご

ざいます。 

   それと、 後の４点目におきましては、時代に沿った地域づくり、安心な暮らしを

守るとともに、地域と地域を連携するというようなことでございまして、いろいろ県

の施策においてでも、定住の自立圏というか、そういうもので過疎の地域の部分で、

うちも清水地域ではやった経験がございます。それの大きい版が何とかできないかと

いうようなことも、私一人の意見ではございますけれども、そういうことも考えてお

ります。 

   今後、何分にも部長、課長を交えまして、やはりこのことについては前向きにでき

るだけ住民の意見を聞きながら推進していかなければいけないなと思ってございます。 

   それと、計画は計画で立つのだけれども、その後、ＰＤＣＡ、これについてはどう

いうことでやっていくのだということでございます。ただ、今、この平成２７年度か

ら平成３１年度までの、この５カ年計画をできるだけ早い時期に、ことしの年末ぐら

いまでにはできたらいいなと思っている中で、ＰＤＣＡをどうするのだということも、

ちょっと自分の意見だけになってしまうのですけれども、１年、１年、なかなかそれ

を検証するということは大変なのかなと思いますので、今後、できるだけ、年単位で

見まわしていくべきだとは思うのですけれども、それができない場合だったら、途中

に１回だけ、きちんと見直すとかという方向で、自分は考えておるところでございま

す。 

   それと、もう１点あったように思います。長期総合計画と整合性をどう思ってくれ

ているのかというようなことでございました。もちろん、長期総合計画の後期計画も

来年度、平成２７年度で、１０年間で終わりになってまいります。それと平成２８年

度には新たな計画を、１０年間のをつくらなければならないということになってござ

いますので、地方版の総合戦略計画書、このことをつくりながら、もちろん先ほど申

しましたとおり、アンケート調査をすることになっています。それも次の長期総合計

画を立てる上の参考になることも、そこへ入れていって、住民の意見を聞いて、この
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総合戦略をつくるのと、長期総合計画をつくるというものを同時に進行していかなけ

ればいけないのかなと思っておるところでございます。 

   委員につきましては、今、十五、六名というような考えをしてございます。各町で、

旧町単位で申しますと、５人出てきていただいたら、１５人、それへもう１人入れて

というようなことで考えておるところでございますけれども、何分にも長期総合計画

をした後の検証してもらう委員さんがまだ１３名おります。１２名と議長さんが入っ

てくれて１３名でやっている、この委員さんもございますので、この委員さんと重複

するかということにつきましては、ちょっと今のところ、上司ともきちんとそこはき

ちんと詰めていない状況でありますので、人数だけは１６名程度ということで、お許

しいただきたいと思います。 

○議長（湊 正剛） 

   産業振興部長、林孝茂君。 

○産業振興部長（林 孝茂） 

   プレミアム商品券につきまして、お答えいたします。 

   今回の緊急経済対策の背景の中には安倍内閣の３本の矢、いわゆるアベノミクスを

全体的に日本全国、推進していく中で、こうした政策の中で特に景気は緩やかな回復

基調になってきておるということが言われておりますが、ただ残念ながら個人消費に

ついては弱さが見られるという中で、今回、プレミアム商品券につきまして、私ども

のほうでも発行するような計画になってございます。 

   その中で、個人商店と大型店というので、そこら辺をどのようにしようかなという

ので、いろいろ検討させていただきました。その結果、約１万円で商品券を１万２，

０００円分購入していただけます。その割合なのですけれども、普通の一般商店で使

える商品券と、大型店と一般商店で使える共通の商品券という２種類に区分して発行

していこうというふうに、今、考えてございます。ただ、その割合につきましては今

後、商工会の方々と協議して、割合を幾らぐらいにするか、半々にするのか、あるい

は四分六にするのかというのは協議させていただきたいと思います。 

   それと、先ほど、有田市のほうではリフォームのほうでとおっしゃいましたけれど

も、今回、私どものほうは個人消費ということから考えますと、リフォームされる

方々よりも、子育て支援ということで、中学生以下、３，５００人ぐらいの生徒がご

ざいます。その方々にこういうふうな１万円の商品券、またプレミアム商品券とは違

うのですけれども、子育て商品券をお配りして、子育て支援に回すほうが消費を喚起

できるのではないかというふうに考えましたので、そちらのほうをする予定でござい

ます。 

   以上でございます。 

○議長（湊 正剛） 

   １４番、増谷憲君。 
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○１４番（増谷 憲） 

   再度、質疑をさせていただきます。 

   まず、総合戦略策定業務の中身になってくるんですが、地方創生の中には公共施設

の連携の問題を書かれているんです。例えば、この辺でいうと、有田郡市、広域的に

見て、例えば広川町なんかで大きな体育館があるし、湯浅町に郡体があるということ

で、そういう施設は幾つもあるのは、もうやめようじゃないかと。１カ所にして、ど

ちらかを使って、そこへみんな集まってもらうという、そういう連携協議に入ってい

るんです。もし、それをやられますと、そこに決められた施設はお金もつきますけれ

ども、それから外れた施設は自分のところの町で、町単で、市単で維持管理費を持た

ないとできなくなって、お金がつかなくなってしまうのです。だから、そういう連携

協議については本当に慎重に考えていかないと、住民側からいいますと本当に使えな

くて不自由になって、いろいろな問題点が出てくるのではないかと、そういう心配点

が１つあると思います。 

   それから、もう１つ、若い世代の子育て問題の項目も入れられるということなので、

ぜひ子ども医療費の引き上げなんかも検討で入れていただきたいなというのがありま

す。 

   それから、この計画によって、人口設定、何年後ぐらいにはどれだけの人口を設定

していくことになるのかというのを明らかにしていただきたいです。 

   それから、策定委員を１６人ぐらいという御説明がありましたが、策定委員を選ぶ

場合、既成の団体から、よく選出されるケースが多いんですが、そうではなくて、本

当にこれからのまちをどうしていくかという大きな計画をつくっていくわけですから、

若い世代へ、特に移住してきた若い人なんかも、その策定に参加できるような仕組み

をぜひつくっていただきたいと思うのですが、その点はいかがでしょうか。 

○議長（湊 正剛） 

   総務政策部長、武内宜夫君。 

○総務政策部長（武内宜夫） 

   再質疑がございましたので、お答えしたいと思います。 

   このことについては、上司といっこも相談していないような状況の中で、答弁とい

うのは難しいのですけれども、自分の考えといいますか、そのことだけ言わせていた

だきたいと思います。 

   公共施設の連携協議ということも 初にお話をいただきました。これについては議

員さんがおっしゃるとおり、利用する住民にとっては不利益になる部分だと思ってお

りますので、そのことにつきましては協議はもし、しなければいけないということで

あるのであったら協議はするにしても、できるだけうちのほうへ主を持ってきたいな

と思っておりますし、廃止するというようなことは到底すべきものではないようには

思っております。 
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   それと、子ども医療費の引き上げについては、いつも長も申しておるとおり、でき

るだけ、財源等々があったら上げるということも言ってくれていますので、そこらは

前からの答弁のとおりでございます。 

   人口設定でございます。この計画での人口設定につきましては、大分向こうの話な

んです。２０６０年の時点の人口推計まで出せというようなことになっています。た

だ、この人口推計につきましては、コンサルの会社、 終、委託することになるんで

すけれども、国のほうのシステムが構築されているようでございます。それのほうの

システムをうちも利用させていただきまして、入力等々はうちのほうでして、推計と

いうのはある程度の部分が出せるのかなと思います。 

   それと、１６名の委員のうち、若い世代とか、移住してきた人とを入れて、いろい

ろ意見を聞いてみてはどうかというような質疑だったと思います。これにつきまして

は非常に大事なことだと思います。既成の団体等々の代表者ということばかりにこだ

わらないで、できるだけ住民に近い人に聞かせていただくのも十分考えていかなけれ

ばいけないと思いますし、有田川町がいいということで住んできてくれている人、こ

の人も非常に大事かなと思っていますので、今後きちんと協議して、どういう人にな

っていただくかということは、もう一度検討したいと思っています。 

○議長（湊 正剛） 

   ほかにございませんか。 

   １６番、亀井次男君。 

○１６番（亀井次男） 

   関連だけれども、僕も地方創生で先日、一般質問させてもらったんですけれども、

マスコミ報道によると、今、有田川町で担当が県とか、どこが話をしているのかなと。

マスコミ報道によると、大体、地方で１０万人規模の市を国のほうが考えていて、今、

部長もちょっと答弁の中にあったように、有田郡、郡市ぐらいが、小さくてもそのぐ

らいのというようなことで、我々としてはそうと違って、有田川町として、どう取り

組んでいくのかという、こういう質問もさせてもらっていたんやけど、今の取り組み

に感じ的でいいので、基本的な問題で、そら町長とも相談しながらしているんやけれ

ども、これは総務政策部長で今、そういう答弁があったのだけれども、一遍、総務政

策部長が地方創生で、窓口でやっているのであれば、今の感じ的な形でいいので、責

めるのでも何もないので、今の感じ的に、そういうマスコミでは、やはり１０万人都

市を地方自治体でと考えていると。それで、今度はできる事業でといったら、物すご

い限られているという、そんな報道があったんで、担当のほうから、もし何だったら

感じを聞かせていただきたいなと思います。 

○議長（湊 正剛） 

   総務政策部長、武内宜夫君。 

○総務政策部長（武内宜夫） 

－２４－ 



   亀井議員さんの御質疑にお答えしたいと思います。 

   人口規模については、ほんまに大きなという新聞報道もございました。ただ、うち

の地方版総合戦略計画書というものが当町だけの計画書というような認識を持ってお

りますので、先ほど郡内、連携してしなければならない部分もあるというのを聞かせ

ていただいたんですけれども、自分のところの有田川町、どんなに発展させていくか

という、そこが戦略でやっていかざるを得ないのかなと思いますので、当町だけの計

画というようなことでずっと進んでいくつもりでありますし、今回、補正予算で出さ

せてもらった８項目のうち２つ、プレミアム券と子ども、子育ての関係のもの以外と

いったら、ある程度、来年、再来年と続いてやっていけるものもございます。できる

だけいろいろな意見を聞きながら、計画書は各部課、一丸となりましていいものをつ

くっていきたいと思っておるところでございます。 

○議長（湊 正剛） 

   ほかにございませんか。 

   ないようですので、質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はございませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   討論なしと認めます。 

   これより、採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は、起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（湊 正剛） 

   起立全員であります。 

   よって本案は、原案のとおり可決されました。 

……………日程第５ 議案第２号…………… 

○議長（湊 正剛） 

   日程第５、議案第２号、平成２６年度有田川町国民健康保険事業特別会計補正予算

第３号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   討論なしと認めます。 

－２５－ 



   これより、採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は、起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（湊 正剛） 

   起立全員であります。 

   よって本案は、原案のとおり可決されました。 

……………日程第６ 議案第３号…………… 

○議長（湊 正剛） 

   日程第６、議案第３号、平成２６年度有田川町後期高齢者医療特別会計補正予算第

４号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   討論なしと認めます。 

   これより、採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は、起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（湊 正剛） 

   起立全員であります。 

   よって本案は、原案のとおり可決されました。 

……………日程第７ 議案第４号…………… 

○議長（湊 正剛） 

   日程第７、議案第４号、平成２６年度有田川町介護保険事業特別会計補正予算第３

号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   討論なしと認めます。 

－２６－ 



   これより、採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は、起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（湊 正剛） 

   起立全員であります。 

   よって本案は、原案のとおり可決されました。 

……………日程第８ 議案第５号…………… 

○議長（湊 正剛） 

   日程第８、議案第５号、平成２６年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計補正予算

第１号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   討論なしと認めます。 

   これより、採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は、起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（湊 正剛） 

   起立全員であります。 

   よって本案は、原案のとおり可決されました。 

……………日程第９ 議案第６号…………… 

○議長（湊 正剛） 

   日程第９、議案第６号、平成２６年度有田川町水道事業会計補正予算第２号を議題

とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   討論なしと認めます。 

－２７－ 



   これより、採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は、起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（湊 正剛） 

   起立全員であります。 

   よって本案は、原案のとおり可決されました。 

   お諮りします。 

   日程の順序を変更し、日程第５０、議案第４７号から日程第５２、議案第４９号ま

での議案３件を先に審議したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   異議なしと認めます。 

   日程の順序を変更し、日程第５０、議案第４７号から日程第５２、議案第４９号ま

での議案３件を先に審議することに決定しました。 

……………日程第５０ 議案第４７号…………… 

○議長（湊 正剛） 

   日程第５０、議案第４７号、有田川町道路線の認定についてを議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   質疑なしと認めます。 

   お諮りします。ただいま議題となっております、議案第４７号、有田川町道路線の

認定については、産業建設住民常任委員会に付託したいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、議案第４７号、有田川町道路線の認定については産業建設住民常任委

員会に付託して、審査することに決定しました。 

……………日程第５１ 議案第４８号…………… 

○議長（湊 正剛） 

   日程第５１、議案第４８号、有田川町教育委員会委員の任命の同意についてを議題

とします。 

   本案は人事案件につき、質疑、討論を省略させていただきますが、御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

－２８－ 



○議長（湊 正剛） 

   異議なしと認め、質疑、討論を省略させていただきます。 

   これより、採決を行います。 

   本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（湊 正剛） 

   起立全員であります。 

   よって本案は、同意することに決定しました。 

……………日程第５２ 議案第４９号…………… 

○議長（湊 正剛） 

   日程第５２、議案第４９号、有田川町教育委員会委員の任命の同意についてを議題

とします。 

   本案は人事案件につき、質疑、討論を省略させていただきますが、御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   異議なしと認め、質疑、討論を省略させていただきます。 

   これより、採決を行います。 

   本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（湊 正剛） 

   起立全員であります。 

   よって本案は、同意することに決定いたしました。 

   ただいま、教育委員会委員に任命の同意がされました、前任委員、牛居美佐委員が

来られています。御挨拶をお願いしたいと思います。 

〔前任君、牛居美佐君 入場〕 

○議長（湊 正剛） 

   ただいま、教育委員会委員に任命の同意がされました、２名の委員より発言の申し

出がありますので、これを許可します。まず、前任委員、演台にお進みください。 

○教育委員会委員（前 任） 

   前任でございます。ただいま、教育委員に任命いただき、まことにありがとうござ

います。いただきました教育委員の栄誉を汚すことなく、有田川町の教育について微

力ながら精進、努力いたしますので、どうか皆様の御指導、御支援をお願い申し上げ

まして、挨拶とさせていただきます。本日はまことにありがとうございました。 

〔拍手〕 

○議長（湊 正剛） 

－２９－ 



－３０－ 

   次に、牛居美佐委員、演台にお進みください。 

○教育委員会委員（牛居美佐） 

   牛居美佐と申します。ただいま、有田川町教育委員に任命していただき、ありがと

うございます。微力ではございますが、一生懸命務めさせていただきたいと思ってお

りますので、御指導、よろしくお願い申し上げます。 

〔拍手〕 

○議長（湊 正剛） 

   ありがとうございました。教育委員としてよろしくお願いします。 

〔前任君、牛居美佐君 退場〕 

○議長（湊 正剛） 

   お諮りします。 

   日程第１０、議案第７号から日程第５０、議案第４７号までを提案理由の説明だけ

にとどめ、議案調査のため審議を中止したいと思いますが、これに御異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   異議なしと認めます。 

   本日の会議は、これで延会したいと思います。 

   なお、次回の本会議は、３月１７日火曜日、午前９時３０分から開議します。 

   なお、この後、中会議室で全員協議会を開きますのでお集まりください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

延会 １３時３２分 


